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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年７月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１１月２４日 １１時３７分ごろ 

発生場所 宮崎県細島港 

 細島港余島防波堤灯台から真方位２９５°２００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°２７.２′ 東経１３１°４０.３′） 

事故の概要 コンテナ船CRYSTAL
ク リ ス タ ル

 ARROW
ア ロ ー

は、北進中、また、プレジャーボートな

だ丸は、東北東進中、両船が衝突した。 

CRYSTAL ARROW は、船首部外板に擦過傷を生じ、また、なだ丸は、

右舷船尾部外板に破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年１１月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官

（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ コンテナ船 CRYSTAL ARROW（グレートブリテン及び北アイルラ

ンド連合王国籍）、９,９９３トン 

９７９９９１５（ＩＭＯ番号）、CHIJIN SHIPPING S.A. 

１４２.９９ｍ×２２.６０ｍ×１１.３０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７,３００kＷ、２０１７年４月１９日 

Ｂ プレジャーボート なだ丸、５トン未満（長さ６.５３ｍ） 

  ２９４－２０６５８宮崎、個人所有 

６.５３ｍ（Lr）×２.３８ｍ×１.１３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５３kＷ、平成１０年２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍） 男性 ４７歳 

締約国資格受有者承認証 船長（マン島政府発給） 

 交付年月日 ２０１７年５月１８日 

        （２０２０年８月１２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７５歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成９年５月１３日 

免許証交付日 平成２８年９月２７日 

           （平成３４年５月１２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 
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Ｂ 右舷船尾部外板に破口及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１８人（中華人民共和国籍２人、ベトナム社

会主義共和国籍１６人）が乗り組み、コンテナ４,８２４ｔを積載

し、平成２９年１１月２４日１１時２４分ごろ鹿児島県志布志市志

布志港に向けて細島港工業港１０号岸壁を出港した。 

 船長Ａは、船橋左舷側にある№２レーダーの船尾側に立って操船

を指揮し、航海士を見張りに、甲板員を操舵につけ、№２レーダー

を１.５海里（Ｍ）レンジのヘッドアップ表示とした。 

船長Ａは、主機を微速力前進にかけ、針路（対地針路、以下同

じ。）約０１３°（真方位、以下同じ。）で航行中、１１時３６分

ごろ左舷船首方にＢ船を認め、Ｂ船がＡ船に接近する状態であるこ

とを知った。 

Ａ船は、船長Ａが、Ｂ船が約１００ｍに接近するのを認めたが、

Ｂ船が自船を避けてくれると思い、同じ針路、約９.６ノット（kn）

の速力（対地速力、以下同じ。）で航行を続け、Ｂ船が至近に接近す

るのを見て右舵１０°をとったものの、１１時３７分ごろその船首

部とＢ船の右舷船尾部とが衝突した。 

Ａ船は、船長Ａが、直ちに航海士にＢ船の状況を確認させ、Ｂ船

が右舷船尾方に損傷なく浮いている旨の報告を受けたことから航行

を続けていたところ、１２時００分ごろ海上保安庁から事故の問合

せを受け、反転して細島港に入港した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、２４日０９時３０分ごろ宮崎

県門川町枇榔
び ろ う

島沖の釣り場に向けて同県日向市庄
しょう

手
で

川右岸の係留地

から出航した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが日向市竹島町の岸壁に着けて釣りの餌に使用す

るあじ
．．

を
．
釣った後、同岸壁を発し、操縦席に腰を掛けて両手を舵輪

に添えた姿勢で手動操舵により操船に当たり、枇榔島沖に向けて航

行を開始し、細島工業港第１号灯浮標を通過後、余島防波堤の北方

に向け約９～１０kn で東北東進した。 

 Ｂ船は、同じ速力で東北東進中、船長Ｂが、右舷船尾方至近にＡ

船を認めたものの、どうすることもできず、Ａ船と衝突した。 

船長Ｂは、衝突後、Ａ船を確認しようとＡ船を追いかけたが、主

機の異常を知らせる警報が鳴ったので、主機を停止し、知人に電話

してえい
．．

航を依頼した後、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

 Ｂ船は、来援した知人の船により細島港の係留地にえい
．．

航され

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜

粋）、付表２ Ａ船のＶＤＲ記録（抜粋）、写真１ Ａ船のＶＤＲ
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記録（№２レーダー、１１時３６分００秒）、写真２ Ａ船のＶＤ

Ｒ記録（№２レーダー、１１時３７分１５秒）、写真３ Ｂ船の全

景、写真４ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 Ａ船で記録されたＶＤＲの音声には、衝突前に汽笛音が録音され

ていなかった。 

船長Ａは、日本においては、接近する小型船が、自船に約１０ｍ

まで接近して反転や停止をしたり、そのまま船首方を横切って行っ

たりしていたので、Ｂ船が接近することに不安を感じなかった。 

船長Ｂは、なぜＡ船の接近に気付かなかったのか全く分からない

と本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、細島港を北進中、船長Ａが、左舷船首方に東北東進する

Ｂ船を認めたが、いずれＢ船がＡ船を避けてくれると思い、同じ針

路及び速力で航行を続けたことから、Ｂ船と衝突したものと考えら

れる。 

Ｂ船は、細島港を東北東進中、船長Ｂが、見張りを適切に行って

いなかったことから、Ａ船と衝突のおそれのある状態で接近してい

ることに気付かずに航行し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、細島港において、Ａ船が北進中、Ｂ船が東北東進中、

船長Ａが、左舷船首方に東北東進するＢ船を認めたが、いずれＢ船

がＡ船を避けてくれると思い、同じ針路及び速力で航行を続け、ま

た、船長Ｂが、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突

したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考

えられる。 

 ・接近する他船を認めたら、減速して注意喚起を行うこと。 

 ・他船と衝突した場合、本船を停止して相手船の安全を十分に確

認し、海上保安庁へ事故の発生を通報すること。 

 ・港口付近は出入りする船舶がいることを念頭に置き、見張りを

適切に行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時  刻 

 

（時：分：秒） 

船  位※ 船首方位※ 

 

（°） 

対地針路※ 

 

（°） 

対地速力 

 

(kn) 
北  緯 

（°-′-″） 

東  経 

（°-′-″） 

11:23:58 32-26-21.1 131-40-03.3 062 159.5 0 

11:24:08 32-26-21.1 131-40-03.3 062 159.5 0.1 

11:26:06 32-26-21.0 131-40-02.1 065 236.3 0.5 

11:27:02 32-26-20.9 131-40-01.9 053 187.8 0.1 

11:28:00 32-26-21.0 131-40-02.3 036 069.0 0.4 

11:29:00 32-26-22.1 131-40-03.2 026 025.0 1.6 

11:30:00 32-26-24.2 131-40-04.4 026 027.9 2.6 

11:31:00 32-26-26.9 131-40-06.0 026 027.8 3.4 

11:32:00 32-26-30.7 131-40-08.4 016 024.9 4.8 

11:33:08 32-26-37.1 131-40-10.5 011 013.3 6.5 

11:34:08 32-26-44.4 131-40-12.3 012 011.9 7.8 

11:35:08 32-26-52.6 131-40-14.5 011 013.0 8.7 

11:36:19 32-27-03.1 131-40-17.4 011 012.5 9.3 

11:37:19 32-27-12.5 131-40-19.8 015 011.5 9.6 

11:38:03 32-27-19.4 131-40-21.9 029 015.6 9.8 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、船首方位及び

対地針路は真方位である。 

 

 

付表２ Ａ船のＶＤＲ記録（抜粋） 

 

時刻 音声等 

１１時３１分４３秒 船長：コース ゼロ ワン ツー 

１１時３２分０２秒 船長：スローアヘッド 

１１時３２分２１秒 №２レーダーのレンジを０.７５Ｍから１.５Ｍに切替 

１１時３６分５２秒 船長：スターボード テン 

１１時３７分１０秒 船長：ミジップ 

１１時３７分１３秒 船長：（叫ぶように）シーット、シーット（続いて走る音） 
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0 1000ｍ 500ｍ 

0 1000ｍ 500ｍ 

写真１ Ａ船のＶＤＲ記録 

（№２レーダー、１１時３６分００秒） 

写真２ Ａ船のＶＤＲ記録 

（№２レーダー、１１時３７分１５秒） 

拡大 

拡大 

Ｂ船を含むと

思われる映像 

細島工業港第１号灯浮標 

Ｂ船の航走波と

思われる映像 
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写真３ Ｂ船の全景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

衝突箇所 

破口及び擦過傷 


